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北部地域 
（富里北中学校区） 

富里市地域包括支援センター 
（富里市高齢者福祉課に設置しています） 

中部地域 
（富里中学校区） 

南部地域 
（富里南中学校区） 

富里市南部 

地域包括支援センター 

担当地域：南部地域 

（富里南中学校区） 

地区の人口：12,324 人

地区の高齢化率：28.3％ 

富里市中部 

地域包括支援センター 

（龍岡ケアセンター内） 

担当地域：中部地域 

（富里中学校区） 

地区の人口：27,267 人

地区の高齢化率：26.2％ 

本センターは、地域包括支援センターの中核的

役割として機能し、他のセンターと連携し、重層

的な要因により単一センターで解決が困難なケ

ースの対応を担います。 

富里市北部 

地域包括支援センター 

担当地域：北部地域 

（富里北中学校区） 

地区の人口：10,572 人

地区の高齢化率：30.5％ 

富里市高齢者保健福祉計画 

第８期介護保険事業計画 

とみさと ささえ愛プラン 

～ともに支えあい 笑顔が生まれるまち～ 

【概要版】 

                

     

 

         

◆ 計画の趣旨 

本計画では、令和７(2025)年及び令和 22(2040)年を見据えて、地域包括ケアシステムを構成する「介護」
「予防」「医療」「住まい」「生活支援」の整備・充実のための取組や、認知症施策の推進、介護人材の確保、
保険者機能の強化、災害や感染症対策に関わる体制整備などを総合的に推進していきます。 

◆ 計画の位置づけ 

本計画は、老人福祉法に基づく高齢者保健福祉計画と、介護保険法に基づく介護保険事業計画の２つの

計画を一体的にまとめて策定しています。また、富里市総合計画を上位計画として、本市の関連する個別計

画、さらに千葉県の高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画とも調和・連携を図っています。 

◆ 計画の期間・策定体制 

第８期計画の計画期間は、令和３(2021)年度から令和５(2023)年度までの３年間です。介護保険法に基

づき３年ごとに計画の見直し・策定を行うため、高齢者等を対象としたアンケート調査の実施や調査結果の分

析、第７期計画の見直し及び第８期計画（素案）のパブリックコメントを実施し、第８期計画を策定しました。  

◆ 日常生活圏域の設定  

本市の日常生活圏域は、中学校区を基本とした３圏域で設定しています。第８期計画においても、各圏域

の特性を活かしつつ、バランスのとれた各種サービスの提供を図ります。 

◇ 日常生活圏域                        （令和２年３月３１日現在） 

  

http://wrs.search.yahoo.co.jp/FOR=4ioE2etV3ijQI4RcgyX_mvEFrZtd1WYC69gQvIm2Al2oxhlFZZuD6AHtGTkmUdPPIusbn1yMmVmMaJVVxWByB6nuL4SZbM3iFEXqINZTfTb3lL.QXS4NqTLoUaN1STQ5CJg9La2WHKQlc.NyK_evV3rLnVFt.vly105Qw6NhBqb3h36pRKWQQvixJKzXJOjtcFHkjwr7pGU3v2Cfvaj6aXESYIdGlxcefag-/_ylt=A3JvRPhhYmBUXQMAWASDTwx.;_ylu=X3oDMTEyNTFibGVwBHBvcwMxBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGUEdnRpZANqcDAwMTY-/SIG=1223865ub/EXP=1415703585/**http%3A/www.city.tomisato.lg.jp/0000003088.html
http://wrs.search.yahoo.co.jp/FOR=4ioE2etV3ijQI4RcgyX_mvEFrZtd1WYC69gQvIm2Al2oxhlFZZuD6AHtGTkmUdPPIusbn1yMmVmMaJVVxWByB6nuL4SZbM3iFEXqINZTfTb3lL.QXS4NqTLoUaN1STQ5CJg9La2WHKQlc.NyK_evV3rLnVFt.vly105Qw6NhBqb3h36pRKWQQvixJKzXJOjtcFHkjwr7pGU3v2Cfvaj6aXESYIdGlxcefag-/_ylt=A3JvRPhhYmBUXQMAWASDTwx.;_ylu=X3oDMTEyNTFibGVwBHBvcwMxBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGUEdnRpZANqcDAwMTY-/SIG=1223865ub/EXP=1415703585/**http%3A/www.city.tomisato.lg.jp/0000003088.html
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１ 本市の令和７(2025)年及び令和 22（2040）年を見据えた将来像 

○将来の人口推計 

本市の総人口は、全国で団塊の世代が75歳以上となる令和７（2025）年で49,566人、団塊ジュニア世

代が 65 歳以上となる令和 22（2040）年で 44,868 人と推計され、徐々に人口減少が進んでいく見込みと

なっています。一方で、高齢化率は緩やかながら一貫して上昇していく見込みとなっており、令和 7（2025）

年で 29.6％、令和 22（2040）年で 32.2％と予想されています。 
 

◇ 将来の人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            資料：令和２年までの住民基本台帳人口を用いてコーホート要因法にて推計 

○第 1 号被保険者の認定者数と認定率 

本市の令和 7（2025）年度における第１号被保険者の認定者数は、要支援が 403 人、要介護が 1,497

人、合計 1,900人と推計され、令和元年度に比べ 1.29 倍となります。さらに令和 22（2040）年度には、要

支援が 501人、要介護が 2,133人、合計 2,634人と推計され、令和元年度に比べ 1.79倍となります。 

また、第１号被保険者に占める認定者数の割合である認定率も、令和元年度の 10.6％から、令和 7

（2025）年度には 13.0％、令和 22（2040）年度には 18.2％に上昇することが見込まれています。 

◇ 第 1 号被保険者の認定者数と認定率の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

資料：「見える化」システムより自然体推計 

315 322 326 340 356 372 403 501 

1,093 1,150 1,209 1,254 1,320 1,383 1,497 
2,133 

1,408 1,472 1,535 1,594 1,676 1,755 1,900 

2,634 
10.4% 10.6% 10.9% 11.1% 11.6% 12.1%

13.0%

18.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平成30年度

(2018年度)

令和元年度

(2019年度)

令和2年度

(2020年度)

令和3年度

(2021年度)

令和4年度

(2022年度)

令和5年度

(2023年度)

令和7年度

(2025年度)

令和22年度

(2040年度)

合計

要介護認定者数

要支援認定者数

認定率

（人）

推計値

19,740 19,389 18,940 18,719 18,508 18,292 17,898 15,161 0～39歳

17,093 17,026 16,933 16,892 16,923 16,959 16,999
15,245

40～64歳

8,243 8,285 8,337 8,360 7,996 7,626 6,848
6,980

65～74歳

5,133 5,440 5,726 5,936 6,428 6,907 7,821
7,482

75歳以上

50,209 50,140 49,936 49,907 49,855 49,784 49,566
44,868

総人口

26.6%
27.4%

28.2% 28.6% 28.9% 29.2% 29.6%

32.2%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

平成30年

(2018年)

令和元年

(2019年)

令和2年

(2020年)

令和3年

(2021年)

令和4年

(2022年)

令和5年

(2023年)

令和7年

(2025年)

令和22年

(2040年)

凡例

（人） 推計値

高齢化率



3  

第 8期計画期間中の施設整備予定 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(1か所) 

・地域密着型特定施設入居者生活介護(1か所) 

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護(1か所) 

・看護小規模多機能型居宅介護(1か所) 

２ 計画の基本的な考え方 

（１）計画の基本理念 

第８期計画では、これまで推進してきた各種施策を継続しながら、介護予防・健康づくり施策、認知症施策、

介護人材の確保や業務効率化の取組などの施策を更に充実させることで、地域包括ケアシステムをさらに発

展させ、地域の支えあいにより住み慣れた土地で安心して暮らすことができる地域共生社会の構築を目指して、

「ともに支えあい 笑顔が生まれるまち」を基本理念に掲げ推進していきます。併せて、近年の自然災害や新

型コロナウイルス等の感染症対策について取り組みます。 

（２）計画の基本指針 

計画の基本理念を実現し継続させるため、第８期計画で取り組むべき施策として、次の５つの基本指針を掲

げ、各種事業に取り組みます。 

① 介護 

いつでも安心して必要なサービスを利用できるよう、利用者の視点に立ったサービス提供体制の確立を図

り、介護保険サービスが適正に利用されるよう介護給付の適正化に取り組みます。また、地域包括支援セン

ターの機能強化を推進し、介護人材の確保、業務の効率化、PDCAサイクルによる点検・評価などに取り組

み、充実した介護保険事業の実施を図ります。 

② 予防 

生きがいをもって元気に活動する高齢者が増え続けるよう、高齢者の活動の場や健康づくりへの支援等を

行うため、介護予防に関する施策の充実を図ります。 

また、認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、認知症施策推進大綱に基づき、認知症

の人や家族の視点を重視しながら、「共生」と「予防」を車の両輪とした認知症施策を推進していきます。 

③ 医療 

限られた医療・介護資源を有効的に活用し、切れ目のない医療と介護の連携によるサービスの提供を行

えるよう、医療・介護関係団体がそれぞれ協力し、一体的な医療・介護サービスを受けられる仕組みづくりを

推進していきます。 

④ 住まい 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、バリアフリー住宅の促進や、高齢者が暮らす住

宅の改修支援等に加え、高齢者等からの高齢者住宅等への入居の相談に応じ、高齢者が安心して生活で

きる住環境の整備や住替え支援に努めます。 

⑤ 生活支援 

生活支援を必要とする高齢者を支えるために、友人や近

隣住民、ボランティアの方々の主体的な取組みや、民間企

業やＮＰＯ法人等の力を借りることなど、様々な助け合いの

関係による連携・協力を行える体制づくりを目指し、必要な

人に的確にサービスが提供されるよう各種事業の充実を図

ります。 

  

富里市  

個人的支援 
各種相談・専門的な 

サービスの提供 

・介護保険事務所、 
地域密着型事業所 

・薬局、認知症カフェ、移送サ
ービス等 
・民生委員・児童委員 

・生活支援コーディネーター 
・認知症地域支援推進員 

本人 

・家族、親族 
・地域住民 

・友人 
・ボランティア 

組織的支援 

・シルバークラブ 
・自治会 

・地区社会福祉協議会 
・民間企業 
・ＮＰＯ法人 

・各地区地域包括支援センター 
・市地域包括支援センター 等 

市の各種支援 
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３ 介護保険事業費と介護保険料 

○介護サービス給付費と保険料必要額 

本市の認定者数・認定率の推計や、第８期計画期間内の介護サービス給付費等の見込み額の算出により、

第８期計画期間の介護保険料を算定しました。 

◇ 介護サービス別給付費の推計 

 

                                             資料：令和２年度以降は「見える化」システムより推計 

◇ 所得段階の基準及び介護保険料額 

所得段階 対象者 保険料率 年額保険料 

第 1 段階 

・生活保護受給者 

・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者又は公的年金等 

の収入金額＋前年の合計所得金額（※長期・短期譲渡所得に係る 

特別控除額を控除して得た額）から公的年金等に係る雑所得を控 

除した額が 80 万円以下 

基準額×0.30 16,900 円 

第２段階 

・世帯全員が市民税非課税で、公的年金等の収入金額＋前年の合計 

所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額が 80 万円超 

120 万円以下 

基準額×0.50 28,200 円 

第３段階 
・世帯全員が市民税非課税で、公的年金等の収入金額＋前年の合計 

所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額が 120 万円超 
基準額×0.70 39,400 円 

第４段階 

・世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、

公的年金等の収入金額＋前年の合計所得金額から公的年金等に係

る雑所得を控除した額が 80 万円以下 

基準額×0.90 50,700 円 

第５段階 

（基準額） 

・世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は非課税で、第 4 段 

階以外  
基準額×1.00 56,400 円 

第６段階 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円未満 基準額×1.20 67,600 円 

第７段階 
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円以上 

210 万円未満 
基準額×1.30 73,300 円 

第８段階 
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 210 万円以上 

320 万円未満 
基準額×1.50 84,600 円 

第９段階 
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 320 万円以上 

400 万円未満 
基準額×1.70 95,800 円 

第10段階 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 400 万円以上 基準額×1.80 101,500 円 

※第７期計画における保険料基準額（第５段階）は、年額 58,800円です。 
 

富里市高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画【概要版】（令和３(2021)年度～令和５(2023)年度） 
発行日：令和３年３月  発行者：富里市  所在地：千葉県富里市七栄６５２番地１ 
編集：富里市健康福祉部高齢者福祉課（介護保険班：0476-93-4980 包括支援班：0476-93-4981）  
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